
　この度の東北地方太平洋沖地震により被災された皆様に対して、謹んで

お見舞い申し上げます。

　さて、今回発生した地震の被災者に対して、以下の各種手数料を免除と

させていただきます。

大地震の被災者に対する各種手数料の免除について

【免除する手数料】

　●　通帳・証書再発行手数料　　　　　　　　　　　　（通常　1件　1,050円）

　●　キャッシュカード・ローンカード再発行手数料　　（通常　1件　1,050円）

　●　両替手数料
　　　※　但し、地震により被害（汚泥）を受けた紙幣等からの両替に限る

【取扱期限】

　　平成２３年９月３０日（金）


